
証券コード：5592

2026年６月11日

（電子提供措置の開始日 2026年６月８日）

株 主 各 位
東京都豊島区池袋二丁目43番１号

株式会社くすりの窓口
代表取締役
社 長 堤 幸 治

第22期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第22期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

https://kusurinomadoguchi.co.jp/ir/library/general_meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスのうえ、当社名または証券コード「5592」を入力・検

索いただき、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

敬 具

記

１. 日 時 2026年６月29日（月曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）

２. 場 所 ホテルメトロポリタン池袋 ４階「桜」の間
東京都豊島区西池袋一丁目６番１号

３. 目的事項

報告事項 １．第22期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告

の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査

役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第22期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類

の内容報告の件

決議事項

第１号議案

第２号議案

第３号議案

定款一部変更の件

取締役４名選任の件

監査役３名選任の件
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なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使

することができますので、いずれかの方法での議決権の行使をお願い申しあげます。

各議案の内容は、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイト上の「第22期

定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載のとおりでございますので、同

書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って、2026年６月26日（金曜日）午後６時ま

でに議決権を行使いただきますよう、お願い申しあげます。

４．議決権の行使についてのご案内

（１）インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、後記の「インターネットによる

議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、2026年６月26日（金曜日）午後６時までに行

使いただきますよう、お願い申しあげます。

（２）郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2026年６月26日（金曜日）午後６

時までに到着するようご返送をお願いいたします。各議案につき賛否が表示されてい

ない場合には、会社提案につき賛成として取扱います。

（３）複数回議決権を行使された場合

インターネットと書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット

によるものを有効な議決権行使として取扱います。また、インターネットによって複

数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱

います。

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願

い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていた

だきます。

◎ご送付している書面は書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねていますが、法令およ

び当社定款の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は下

記の事項を含む監査対象書類を監査しております。

・連結株主資本等変動計算書

・連結注記表

・株主資本等変動計算書

・個別注記表
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきます
よう、お願い申しあげます。

1．議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご

利用いただくことによって可能です。
議決権行使ウェブサイトアドレス https://www.web54.net（ウェブ行使）

2．議決権行使のお取扱いについて
⑴ インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された

「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否のご
入力をお願いいたします。なお、議決権行使書用紙右下記載のQRコード※を読み取ることで
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログイン
することが可能です（この方法での議決権行使は１回に限られます）。

⑵ 議決権の行使期限は、2026年６月26日（金曜日）午後６時までとなっておりますので、お早
めの行使をお願いいたします。

⑶ インターネットと書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる
ものを有効な議決権行使として取扱います。また、インターネットによって複数回議決権を
行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱います。

⑷ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料
金等）は、株主様のご負担となります。

3．パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて
⑴ パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報で

す。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱い願います。
⑵ パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望

の場合は、画面の案内に従ってお手続きをお願いいたします。
⑶ 議決権行使書に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

4．システムに係わる条件について
議決権行使における推奨環境（標準ブラウザ）は、「Microsoft Edge」または「Google
Chrome」となります。

5．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
⑴ 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合

わせください。
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
【電話】 0120（652）031 （受付時間 9：00～21：00）

⑵ その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社にお問い合わせください。
イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）

三井住友信託銀行 証券代行部
【電話】 0120（782）031 （受付時間 9:00～17：00 土日休日を除く）

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です
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株主総会参考書類
議案および参考事項

第１号議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

当社および子会社における業容の拡大と事業活動の現状に即し、事業内容の明確

化を図るため、現行定款第２条(目的)の事業目的を修正、追加するものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。

（下線は変更部分）

現行定款 変更案

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこと
を目的とする。

１．～ 11．（条文省略）

12．電気通信サービス、放送サービスの
加入手続きに関する代理店業務

13．～ 21．（条文省略）

22．生命保険の募集に関する業務

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

23．～ 26．（条文省略）

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこと
を目的とする。

１．～ 11．（現行通り）

12．電気通信サービス、放送サービス、
電力提供サービスの加入手続きに関
する代理店業務

13．～ 21．（現行通り）

22．生命保険及び損害保険の募集、保険
契約締結の代理及び媒介に関する業
務

23．介護事業者に対するシステム、サー
ビス、ソリューションの提供

24．有料職業紹介、人材紹介及び求人情
報提供

25．健康保険組合の運営業務代行、健康
診断及び特定保健指導の運営代行

26．治験募集、臨床検査における事務の
支援又は一部業務の代行

27．不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及
び管理

28．企業間Ｍ＆Ａの仲介、斡旋

29．～ 32．（現行通り）
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第２号議案 取締役４名選任の件

取締役全員（４名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締

役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりです。

候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

１

田中 伸明
(たなか のぶあき)

(1967年５月

１日生)

1995年８月 有限会社リセット設立、取締役就任

－株

1996年６月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
取締役

2000年５月 株式会社フリービット・ドットコム（現フリービ
ット株式会社）設立、代表取締役副社長就任

2011年５月 株式会社フルスピード 代表取締役社長

2012年６月 株式会社ギガプライズ 取締役会長

2012年７月 株式会社フォーイット 代表取締役

2013年６月 株式会社ベッコアメ・インターネット
代表取締役

2015年２月 株式会社フルスピード 取締役会長

2015年２月 フリービット株式会社 代表取締役社長

2015年３月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
代表取締役社長

2015年５月 株式会社フォーイット 取締役会長

2015年11月 株式会社ゴージャパン 取締役

2016年９月 当社 代表取締役社長

2017年８月 株式会社医療情報基盤 代表取締役会長

2018年７月 株式会社フルスピード 取締役

2018年９月 株式会社アルク 代表取締役社長

2020年１月 日本事業承継アントレプレナーズ株式会社
(現株式会社NBSE)代表取締役（現任）

2020年４月 株式会社アルク 代表取締役会長

2020年５月 フリービット株式会社 取締役会長

2020年11月 当社 代表取締役会長（現任）

2021年２月 株式会社ALIVAL（現株式会社M＆Aナビ）

代表取締役会長（現任）

2021年４月 株式会社アルクエデュケーション
（現株式会社アルク）代表取締役会長

2022年10月 株式会社モリタアンドカンパニー
代表取締役会長（現任）

2023年９月 株式会社Outpace（現株式会社blankpad）取締役

2024年８月 株式会社blankpad 代表取締役（現任）

2025年６月 株式会社アルク 代表取締役社長（現任）
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候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

２

堤 幸治
(つつみ こうじ)
(1976年９月
14日生)

1999年２月 株式会社光通信 入社

331,500株

2000年２月 同社 インターネット事業部長

2002年４月 同社 ネットワーク事業部長

2005年４月 同社 OA機器事業部長

2006年４月 SBMグルメソリューションズ株式会社ソリューショ
ン事業部長

2010年９月 同社 代表取締役社長

2014年10月 株式会社ライナック 取締役

2014年10月 株式会社EPARK 代表取締役副社長

2015年６月 当社 取締役

2016年９月 当社 取締役副社長

2020年６月 株式会社モイネットシステム 取締役

2020年11月 当社 代表取締役社長（現任）

2021年１月 株式会社メディカルJSP取締役

2021年４月 株式会社エーシーエス 取締役

2021年６月 株式会社メディカルJSP
代表取締役社長（現任）

2021年６月 株式会社エーシーエス代表取締役（現任）

2023年12月 株式会社ホスピタルヘルスケア（現当社）代表取
締役社長

2023年12月 株式会社EPARK人間ドック代表取締役社長（現任）

2024年４月 株式会社モイネットシステム代表取締役会長

2024年４月 ハイブリッジ株式会社代表取締役会長（現任）

2025年５月 株式会社モイネットシステム代表取締役社長（現任）

2026年１月 株式会社メディ・ウェブ代表取締役社長（現任）

３

山本 純偉
(やまもと すみい)

(1967年７月
４日生)

1992年４月 筑波大学附属病院 見学生

－株

1992年６月 筑波大学附属病院 レジデント

1993年10月 土浦協同病院 麻酔科医員

1994年10月 いわき市立総合磐城共立病院 麻酔科医員

1995年10月 筑波大学附属病院 レジデント

1996年10月 筑波メディカルセンター病院 麻酔科医員

1998年４月 いわき市立総合磐城共立病院 麻酔科医員

2006年４月 筑波大学大学院人間総合科学研究科 講師（現任）

2006年６月 筑波大学附属病院 物流センター副部長（現任）

2011年４月 同院 医療機器管理センター（現臨床工学部）部長
（現任）

2013年４月 同院 医療機器安全管理責任者（現任）

2018年４月 同院 教授（現任）

2022年３月 当社 取締役（現任）
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候補者
番号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

４

村岡 丈到
(むらおか たけとう)

(1974年２月
21日生)

1998年４月 コニカ株式会社 入社

－株

2017年４月 コニカミノルタジャパン株式会社出向

2019年４月 コニカミノルタ株式会社 出向復帰

2021年４月 厚生労働省医政局入省（社外出向）

2023年５月 コニカミノルタ株式会社（社外出向解除）、厚生
労働省医政局兼務

2023年８月 コニカミノルタ株式会社（兼務解除）（現任）

2024年６月 当社 取締役（現任）

(注) １．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．山本 純偉氏、村岡 丈到氏は、社外取締役候補者です。社外取締役就任期間は、本総会終結

の時をもって山本 純偉氏は４年３か月、村岡 丈到氏は２年となります。
３．山本 純偉氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要は、医師としての

永年の経験、大学講師としての知見を活かし、当社事業展開における適正性、適法性の確保
に貢献することです。なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与し
たことはありませんが、上記理由により社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断い
たしました。

４．村岡 丈到氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要は、大手電機メー
カーのヘルスケア部門および厚生労働省において医療技術参与として医療ＤＸに取組んだ経
験を活かし、当社事業展開における適正性、適法性の確保に貢献することです。なお、同氏
は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由
により社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

５．取締役の任期は、2026年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期にかかる定
時株主総会終結の時までです。

６．当社は、取締役候補者山本 純偉氏、村岡 丈到氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員
として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定です。

７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により塡
補することとしております。各候補者のうち現任取締役である候補者は当該保険契約の被保
険者になっており、また、各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被
保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定して
おります。

８．当社は、山本 純偉氏、村岡 丈到氏との間に会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、法令に定める額としております。両氏の再任が承認された場合、当該契
約を継続する予定です。
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第３号議案 監査役３名選任の件

監査役全員（３名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査

役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりです。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

１

大木 弘明
(おおき ひろあき)

(1967年５月

27日生)

1990年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀
行）入行

3,700株

2000年４月 東京ベンチャーキャピタル株式会社（現みずほ
キャピタル株式会社）出向

2004年２月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ
証券株式会社）出向

2011年10月 株式会社みずほ銀行 証券信託連携推進部 次長

2014年７月 みずほ証券株式会社 連携統括部 部長

2018年５月 株式会社みずほ銀行 業務監査部 参事役

2020年12月 当社監査役（現任）

2023年10月 株式会社メディカルJSP監査役（現任）

株式会社モイネットシステム監査役（現任）

2023年11月 株式会社エーシーエス監査役（現任）

2024年４月 ハイブリッジ株式会社監査役（現任）

2026年１月 株式会社メディ・ウェブ監査役（現任）

２

松永 暁太
(まつなが きょうた)

（1972年５月
11日生）

2000年４月 最高裁判所司法研修所入所

－株

2001年10月 弁護士登録

ふじ合同法律事務所入所

2006年６月 スターティア株式会社（現スターティアホール
ディングス株式会社）非常勤監査役

2009年３月 医療法人社団雪風会 監事（現任）

2012年６月 スターティア株式会社（現スターティアホール
ディングス株式会社）社外取締役

2013年６月 スターティア株式会社（現スターティアホール
ディングス株式会社）非常勤監査役

2021年９月 当社監査役（現任）

2022年３月 AI CROSS株式会社社外取締役（監査等委員）
（現任）

2025年６月 スターティアホールディングス株式会社社外取
締役（監査等委員）（現任）
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

３

鈴木 克寛
(すずき かつひろ)

（新任）
（1984年１月
11日生）

2013年12月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法
人） 入所

－株

2023年５月 公認会計士登録

2023年６月 税理士登録

2023年７月 新宿中央会計事務所 代表（現任）

2025年２月 エクイティファンディング株式会社 社外監査
役（現任）

2025年11月 and factory株式会社 社外取締役（監査等委
員）（現任）

(注) １．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．信貴 威宏氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任致します。
３．大木 弘明氏、松永 暁太氏及び鈴木 克寛氏は、社外監査役候補者です。社外監査役就任期

間は、本総会終結の時をもって大木 弘明氏は５年６か月、松永 暁太氏は４年９か月となり
ます。

４．大木 弘明氏を社外監査役候補者とした理由は、大手金融機関における監査等の経験を活か
し、当社における監査の全般的な体制構築への貢献に期待するとともに、より独立した立場
から監査の実効性を確保するため社外監査役として選任するものです。

５．松永 暁太氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての資格を保有しており、弁護
士事務所および監査役としての実務経験を有しております。その専門知識と経験を活かした
適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性を確保するため社外監
査役として選任するものです。

６．鈴木 克寛氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士としての資格を保有
し、会計事務所を経営しております。その専門知識と経験を活かした適正な監査を期待する
とともに、より独立した立場から監査の実効性を確保するため社外監査役として選任するも
のです。

７．監査役の任期は、2026年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2030年３月期にかかる定
時株主総会終結の時までであります。

８．当社は、監査役候補者大木 弘明氏、松永 暁太氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員
として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定です。ま
た、鈴木 克寛氏の選任が承認された場合、同氏につきましても独立役員となる予定です。

９．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により塡
補することとしております。各候補者のうち現任監査役である候補者は当該保険契約の被保
険者になっており、また、各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被
保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定して
おります。

10．当社は、大木 弘明氏、松永 暁太氏との間に会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、法令に定める額としております。両氏の再任が承認された場合、当該契
約を継続する予定です。また、鈴木 克寛氏の選任が承認された場合、同氏とも当該契約を
締結する予定です。

以上
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事 業 報 告

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過および成果

当連結会計年度における我が国の経済は、世界的な原材料価格高騰に加え、中

東情勢の影響も受け、依然として先行きが不透明な状況が続きました。

2026年度の社会保障関連予算は、全体としては増加したものの、薬価改定にお

いては、全般的に薬価が引き下げられる傾向となりました。調剤薬局において、

薬価差益の確保が厳しくなるとともに、地域包括ケアシステムや、かかりつけ薬

局への取り組み、オンライン資格確認や電子処方箋の対応等、より経営の効率化

と、システムに関するＤＸ化が求められる状況にあります。

このような市場動向においては、調剤薬局をはじめとするヘルスケア領域にお

いてＩＴやＡＩ技術を活用した様々なサービスや商品を展開している当社グルー

プにとって、好機が継続するものと予想しております。

当社グループは、重要な経営指標であるメディア事業における処方箋ネット受

付件数の増加、みんなのお薬箱事業における調剤薬局や医療機関の医薬品流通金

額の増加、基幹システム事業におけるシステム利用数の増加に取り組んだ他、各

事業において蓄積したデータの連携強化による付加価値の創出に努めてまいりま

した。

その結果、当連結会計年度においては、売上高は12,330,042千円となり、前連

結会計年度に比べて1,130,632千円(前年同期比10.1％増）増加、営業利益は

2,681,905千円となり、前連結会計年度に比べて727,945千円(同37.3％増)増加、

経常利益は2,666,288千円となり、前連結会計年度に比べて726,191千円(同37.4％

増）増加しております。また、親会社株主に帰属する当期純利益は2,952,743千円

となり、前連結会計年度に比べて917,778千円(同45.1％増)増加しました。

また、財政状態については次のとおりであります。

（資産）

当連結会計年度末の流動資産は10,090,922千円となり、前連結会計年度末と比

べて3,861,885千円増加となりました。これは主に当社グループの運転資金を使途

とする短期借入により現金及び預金が3,099,784千円増加したことによるものであ

ります。

固定資産は7,726,061千円となり、前連結会計年度末に比べて1,797,771千円増

加となりました。これは主に役職員に対する自己株式譲渡のための貸付金が

499,355千円増加したこと及び繰延税金資産が562,834千円増加したことによるも

のであります。

この結果、総資産は17,816,983千円となり、前連結会計年度末と比べて

5,659,656千円増加となりました。
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（負債）

流動負債は5,203,636千円となり、前連結会計年度末と比べて2,078,574千円増

加となりました。これは主に短期借入金が2,000,000千円増加したことによるもの

であります。

固定負債は1,148,741千円となり、前連結会計年度末に比べて633,327千円増加

となりました。これは主に長期借入金が757,396千円増加したことによるものであ

ります。

この結果、負債合計は6,352,377千円となり、前連結会計年度末と比べて

2,711,901千円増加となりました。

（純資産）

純資産は11,464,605千円となり、前連結会計年度末と比べて2,947,755千円増加

となりました。これは主に利益剰余金が2,649,724千円増加したことによるもので

あります。

事業の部門別売上高
2026年３月31日現在

サービス区分の名称 販売高（千円） 割合（％）

メディア事業 5,019,868 40.7 ％

みんなのお薬箱事業 3,547,309 28.8 ％

基幹システム事業 3,484,268 28.3 ％

未病予防事業 145,803 1.2 ％

その他 132,794 1.1 ％

合 計 12,330,042 100.0 ％

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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(2) 主要な設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は、1,619,427千円であり、主な内容は提供サ

ービスの拡充、機能強化を目的としたソフトウエアの開発に係るものであります。
なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
1. 当社 2026年３月31日現在

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（名）建 物

工具、器具
及び備品

リース資産 ソフトウエア 合 計

本社
（東京都豊島区）

事務及び開発・
営業設備

23,837 43,995 880 3,291,688 3,360,402 276（11.8）

北海道営業所
（北海道札幌市中央区）

営業設備 394 － － － 394 2（－）

名古屋営業所
（愛知県名古屋市中村区）

営業設備 1,175 553 － － 1,728 6（－）

大阪営業所
（大阪府大阪市中央区）

営業設備 2,095 981 － － 3,076 20（－）

広島営業所
（広島県広島市南区）

営業設備 － － － － － 2（－）

高松営業所
（香川県高松市中新町）

営業設備 2,599 1,542 － － 4,141 2（－）

福岡営業所
（福岡県福岡市中央区）

営業設備 1,287 503 － － 1,791 13（－）

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。
２．上記の建物は、賃借設備にかかる内部造作等の建物附属設備であります。なお、建物の年間

賃借料は、121,257千円であります。
３．従業員数欄の（ ）は外数で、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

2. 国内会社 2026年３月31日現在

会社名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（名）建物及び

構築物
ソフトウエア 借地権 その他 合 計

㈱エーシーエス
（宮城県仙台市青葉区）

事務及び開発・
営業設備

－ 114,892 － 2,306 117,198 17（2.5）

㈱メディカルJSP
(京都府京都市中京区）

事務及び開発・
営業設備

777 80,934 － 337 82,050 11（－）

㈱モイネットシステム
（兵庫県神戸市長田区）

事務及び開発・
営業設備

49,469 274,765 21,727 1,414 347,377 68（0.9）

㈱ピークウェル
( 東 京 都 豊 島 区）

営業設備 － － － 769 769 3（－）

ハイブリッジ㈱
(東京都世田谷区）

事務及び
営業設備

2,079 166,073 － 655 168,807 44（2.6）

㈱EPARK人間ドック
(東京都豊島区）

事務及び
営業設備

－ － － － － 3（－）

薬剤師求人転職㈱
(東京都豊島区）

事務及び
営業設備

－ － － － － 2（－）

㈱メディ・ウェブ
(東京都豊島区）

事務及び
営業設備

316 － － 515 831 22（ 0）

㈱イーディライト
(福岡県福岡市中央区）

事務及び
営業設備

－ 922 － 790 1,712 0（ 1）

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。
２．上記の建物及び構築物は、賃借設備にかかる内部造作等の建物附属設備であります。なお、

建物の年間賃借料は、54,940千円であります。
３．従業員数欄の（ ）は外数で、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
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(3) 資金調達の状況
当連結会計年度中に、当社グループの運転資金の充当を目的として2,000,000千

円及び自己株式の取得を目的として1,000,000千円の借入を実施いたしました。

(4) 対処すべき課題
1. 経営の基本方針

当社グループは、医療業界に今までにない新しい価値を提供する、との経営
方針のもと、顧客の売上、生産性向上に貢献すること、個人ユーザーに最高の
体験を提供することを念頭に置き、各種企業活動を行っております。当社グル
ープでは、これまで調剤薬局の検索および処方箋ネット受付に始まり、EPARKお
薬手帳、薬局不動在庫の売買プラットフォーム、医薬品の仕入れサポートサー
ビス、オンライン診療支援システムなど、調剤薬局や医療機関などの顧客と個
人ユーザーに新たなサービスを提供し続け、また今後も提供してまいります。

2. 経営戦略
当社グループは、調剤薬局、医療機関、介護施設などの顧客、個人ユーザー、

医薬品卸売事業者などの医療関係者をつなぐ医療プラットフォームの形成を戦
略として掲げております。医療関係者に対して価値を提供できるサービスを取
り揃えることで、当社グループがプラットフォームとなることを目指します。
下記の当社グループのサービスを活用していただくことによって医療関係者は
生産性向上や利便性拡大を実現し、医療関係者から当社グループへの情報の提
供と当社グループから医療関係者への価値の提供という一方通行ではない関係
を構築してまいります。
調剤薬局：レセプトコンピュータ、電子薬歴システム、医薬品の仕入れサポ
ートサービス、医薬品売買のマッチングサービス
医療機関：医療事務コンピュータ、電子カルテシステム、順番待ちシステム
介護施設：介護請求システム、介護費用システム
個人ユーザー（患者）：調剤薬局の検索及び処方箋ネット受付、EPARKお薬手
帳
医薬品卸売事業者：医薬品の仕入れサポートサービス

3. 目標とする経営指標
当社グループは、医療関係者にとって、なくてはならない唯一無二の存在に

なることを目指しており、下記の事項を重要な経営指標としています。
① 「ＥＰＡＲＫくすりの窓口」処方箋ネット受付件数
② 医薬品受発注在庫管理システムによる流通金額
③ 医科、薬局、介護の各業界基幹システム利用施設数

4. 事業上および財務上の対処すべき課題
① 顧客基盤の拡大とサービス利用の深耕

当社グループの主要顧客は調剤薬局、医療機関、介護施設であり、顧客数
と個人ユーザー数を拡大することが一義的な課題です。顧客数については、
当連結会計年度末の4.4万施設を2030年3月期末までに10万施設とすることを
目指しております。薬局ポータルの処方箋ネット受付サービス「ＥＰＡＲＫ
くすりの窓口」では、掲載薬局数や掲載情報が多ければユーザーのご希望に
叶う薬局、ご希望のお薬を探せる機会が増え、医薬品の仕入れサポートサー
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ビスでは、加盟薬局数が増えることで、価格交渉力強化による生産性向上が
期待でき、医薬品不動在庫売買プラットフォーム「みんなのお薬箱」では、
加盟薬局数が増えれば売買取引の機会が増えるなど、当社グループのサービ
スは、利用する顧客やユーザーが増え、利用頻度が上がることでより利便性
を増すものとなっております。そのため多くの顧客に当社グループのサービ
スにご加盟いただき、また積極的にご活用いただくことが、「医・薬・介護、
個人ユーザー（患者）をつなぐプラットフォーム」という経営戦略を実現し
ていくための 当社グループの主たる課題となります。また、加盟数および活
用の増加は、直接的な収益のみならず、広告収入や、一般消費者に対する間
接的な他サービスの提供など、副次的な収益の基盤ともなるものです。

② 医療分野及びヘルスケア分野への展開
当社グループは、調剤薬局、医療機関、介護施設を主要対象業種として事

業展開を行っておりますが、調剤薬局における処方箋ネット受付と併せ、オ
ンライン診療またはオンライン服薬指導の予約サービスを取扱う、EPARKお薬
手帳の情報を個人ユーザーの健康管理にご活用いただくなど、医療分野およ
びヘルスケア分野との関わりを強化していくことが顧客及び個人ユーザーの
利便性向上に不可欠です。当社グループは、「医療とユーザーを繋ぐ窓口に」
とのコンセプトのもと、医療分野およびヘルスケア分野への展開、個人ユー
ザーの利便性向上を企図しており、同分野においても、業界内の確固たる地
位を築くことを課題としております。

③ 競合との差別化
当社グループが提供しているサービス分野においては、異業種も含めた他

社が類似サービスによって参入してくることもあり、今後競争が激化するこ
とも考えられます。処方箋ネット受付、EPARKお薬手帳、オンライン診療およ
び服薬指導等、従前であれば、いわゆるＤＸ化を行うだけでも価値が認めら
れましたが、これらが当たり前となる今後の事業環境においては、競合他社
とのサービスの内容や特徴等の差別化が課題と考えております。

④ 新サービス開発、提供のスピード
競争激化が予想される事業環境においては、差別化されたサービスを迅速

に提供し、拡大していかないことには、競合サービスに対抗し得ないと考え
ております。顧客および個人ユーザーのニーズおよびウォンツを汲み取り、
最適なサービスの企画を立て、短期間に開発を行い、市場に展開し、また改
善を加えていく、というＰＤＣＡサイクルをいかに迅速かつ適切に回してい
くかが当社グループの課題と考えております。

⑤ 人材の確保および育成
当社グループが成長を継続し、事業基盤を強化していくためには、サービ

ス、システムの開発や営業などの各部門における優秀な人材の確保及び育成
が必要と考えております。そのため、各種情報発信による採用活動の継続、
社内研修制度の充実、適切な人事評価の実施等を行い、更なる組織の強化に
努めてまいります。
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(5) 財産および損益の状況の推移

区 分
2022年度
第19期

2023年度
第20期

2024年度
第21期

2025年度
（当連結会計年度）

第22期

売 上 高 7,420,793 千円 8,721,460 千円 11,199,409 千円 12,330,042 千円

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

391,451
千円

870,921
千円

2,034,965
千円

2,952,743
千円

１株当たり当期純利益 42.64 円 86.48 円 184.89 円 263.23 円

総 資 産 12,219,075 千円 23,071,692 千円 12,157,327 千円 17,816,983 千円

純 資 産 2,793,573 千円 6,420,458 千円 8,516,850 千円 11,464,605 千円

(6) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

2026年３月31日現在

会 社 名 資 本 金
当 社 の
出資比率

主要な事業内容

株式会社ファーマリー 10百万円 100.0％ 販売促進および受注代行業務

株式会社ピークウェル 9百万円 100.0％ 医療用医薬品売買サイトの運営

株式会社エーシーエス 30百万円 100.0％
医療機関向け情報システムの開発・
販売他

株式会社モイネットシステム 10百万円 100.0％ 診療報酬明細書システムの開発販売

株式会社メディカルコーディネート 10百万円 100.0％ 販売促進および受注代行業務

株式会社EPARK人間ドック 100百万円 100.0％ 人間ドック向け予約システムの提供

薬剤師求人転職株式会社 10百万円 100.0％ 薬局向け人材紹介事業

株式会社メディカルコネクト 10百万円 100.0％ 医療機器の販売、営業代行

株式会社メディ・ウェブ 80百万円 100.0％ 医療向けＤＸ事業

株式会社イーディライト 25百万円 100.0％
医療機関向け各種ソリューションの
提供

株式会社メディカルＪＳＰ 82百万円 77.1％
医療機関向けコンピュータシステム
の開発販売

ハイブリッジ株式会社 90百万円 67.3％ 電子薬歴システムの開発販売
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(7) 主要な事業内容
当社グループは、医療分野向けサービスやシステム提供を中心とするＩＴ関連

事業を総合的に行っております。当社グループの事業およびサービスは、次のと
おりです。
１．薬局総合ポータルサイト「EPARKくすりの窓口」のサービス提供
２．薬局向け経営管理システム「Pharmacy Support」のサービス提供
３．調剤情報管理アプリ「EPARKお薬手帳」のサービス提供
４．「仕入れサポートサービス」加盟店の医薬品仕入れ価格交渉代行サービスの提

供
５．薬局間での医薬品（不動在庫）の売買ができるサイト「みんなのお薬箱」の

サービス提供
６．調剤薬局、医療機関、介護施設向け各種システムの提供
７．その他各種サービスの提供

(8) 主要な営業所および工場
2026年３月31日現在

名 称 所 在 地

本社 東京都豊島区

北海道営業所 北海道札幌市中央区

名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区

大阪営業所 大阪府大阪市中央区

広島営業所 広島県広島市中区

高松営業所 香川県高松市

福岡営業所 福岡県福岡市中央区

(9) 企業集団の従業員の状況
2026年３月31日現在

従業員数 前連結会計年度末比増減

491名（18名） 7名（3名）

(注) 従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

(10) 主要な借入先
2026年３月31日現在

借入先 借入金残高（千円）

㈱三井住友銀行 2,000,000

㈱みずほ銀行 916,672
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２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式の総数 36,720,000 株

(2) 発行済株式の総数 11,458,582 株

(3) 株主数 4,183 名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

株式会社EPARK 4,514,220株 39.40％

SBIイノベーションファンド１号 1,802,700株 15.73％

株式会社NBSE 683,524株 5.97％

BNYM SA／ NV FOR BNYM FOR BNYM GCM
CLIENT ACCTS M ILM FE

380,500株 3.32％

木下 圭一郎 337,700株 2.95％

堤 幸治 331,500株 2.89％

上田八木短資株式会社 217,200株 1.90％

野村信託銀行株式会社（投信口） 156,700株 1.37％

フリービット株式会社 144,522株 1.26％

株式会社ＳＢＩ証券 134,749株 1.18％

(5) 当連結会計年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

該当事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 職務執行の対価として交付した新株予約権の当連結会計年度末日における状況

・新株予約権の数

359個

・目的となる株式の種類および数

普通株式 107,700株（新株予約権１個につき300株）

・当社取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計

回次（行使価額） 行使期限 個 数 保有者数

取締役
(社外取締役を除く)

第１回（567円）
2020年12月１日～
2030年11月30日

－個 －名

(注) 当社取締役２名が前連結会計年度末日時点で保有していた第１回新株予約権327個は、当連結

会計年度内に全て行使されました。

・2018年11月22日開催の臨時株主総会決議に基づき発行した第１回募集新株予約

権（有償発行新株予約権）（注１）の状況

項 目 内 容

新株予約権の数（個） 359

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類および数（株） 普通株式 107,700（注２）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 567（注３，４）

新株予約権の行使期間 2020年12月１日から2030年11月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額（円）

発行価格 571
資本組入額 286

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を
要する。

新株予約権を割り当てる日 2018年12月１日

新株予約権の取得条項 （注５）

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注６）

(注) １．新株予約権１個当たりの発行価額は、1,200円です。
２．当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。）または株式併合を行

う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権の
うち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、
調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合
その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付
与株式数は適切に調整されるものとします。
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３．本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使
価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割（または併合）の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行
または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行および自己株式の
処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整
し、調整による１円未満の端数は切り上げます。

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株あたり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から
当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式
の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものと
します。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行
う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理
的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

４．① 新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」といいます。）は、次に挙げ
る事由が生じなければ、本新株予約権を行使することができません。

(a) 当社が2019年３月末までに単年度黒字化（営業利益）を達成し、かつ2023年3月末ま
でに累損解消を達成した場合

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締
役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退
職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式

総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできません。

５．① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約も
しくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画に
ついて株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた
場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を
無償で取得することができるものとします。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）４.に定める規定により本新株予約権
の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるもの
とします。

６．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割、新設分割、株式交
換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）を行う場合におい
て、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」といいます。）
の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に
沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとし
ます。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的である株式の種類、内容お
よび数」に準じて決定します。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
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交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件
等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整
して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日の
うち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日まで
とする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
に関する事項に準じて決定します。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の譲渡制限の規定による機関の承認を
要するものとします。

⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」（注４）に準じて決定します。

⑨ 新株予約権の取得事由および条件
(a) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約

もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計
画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がな
された場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権
の全部を無償で取得することができるものとします。

(b) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定
により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得
することができるものとします。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

(2) 当連結会計年度中に職務執行の対価として交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。
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(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

決議日
2018年11月22日臨時株主総会決議
2018年11月27日取締役会決議

新株予約権の数 359個

新株予約権の目的となる
株式の種類、数

普通株式 107,700株

新株予約権の発行価額 １個につき1,200円

新株予約権の行使価額 １株につき567円

新株予約権を行使するこ
とができる期間

2020年12月１日から2030年11月30日まで

新株予約権の行使に際し
て株式を発行する場合に
おける資本金および資本
準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本
金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める
増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の主な行使条
件

①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または
当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。た
だし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取
締役会が認めた場合は、この限りではない。
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点に
おける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の
行使を行うことはできない。
③各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

新株予約権の取得事由

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割
についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社とな
る株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主
総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当
社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の
全部を無償で取得することができるものとする。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）４.に定める規定
により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約
権を無償で取得することができるものとします。

取締役状況

保有者数 －名
個数 －個
株式の数 －株

使用人状況

保有者数 ６名
個数 359個
株式の数 107,700株
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４．会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等
氏 名 地位および担当 重要な兼職の状況

田 中 伸 明 代表取締役会長

株式会社NBSE 代表取締役
株式会社アルク 代表取締役社長
株式会社M&Aナビ 代表取締役会長
株式会社モリタアンドカンパニー 代表取締役会長
株式会社blankpad 代表取締役

堤 幸 治 代表取締役社長

株式会社メディカルJSP 代表取締役社長
株式会社エーシーエス 代表取締役
株式会社EPARK人間ドック 代表取締役社長
株式会社モイネットシステム 代表取締役社長
ハイブリッジ株式会社 代表取締役会長
株式会社メディ・ウェブ 代表取締役社長

山 本 純 偉 取締役

筑波大学大学院 人間総合科学研究科 講師
筑波大学附属病院 物流センター副部長
同院 医療機器管理センター（現臨床工学部）部長
同院 医療機器安全管理責任者
同院 教授

村 岡 丈 到 取締役 コニカミノルタ株式会社 ヘルスケア事業本部

大 木 弘 明 監査役

株式会社モイネットシステム 監査役
株式会社メディカルJSP 監査役
株式会社エーシーエス 監査役
ハイブリッジ株式会社 監査役
株式会社メディ・ウェブ 監査役

信 貴 威 宏 監査役
信貴威宏公認会計士事務所 所長
合同会社信貴会計 代表社員
株式会社M&A承継機構 社外監査役

松 永 暁 太 監査役

ふじ合同法律事務所 所属弁護士
スターティアホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）
医療法人社団雪風会 監事
AI CROSS株式会社 社外取締役（監査等委員）

(注) １．山本純偉、村岡丈到は社外取締役、大木弘明、信貴威宏、松永暁太は社外監査役です。
２．当社は、取締役 山本純偉、村岡丈到、監査役 大木弘明、信貴威宏および松永暁太を株式会

社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査役 信貴威宏は、公認会計士のため、財務および会計に関する相当程度の知見を有する

ものです。
４．当社社外取締役および社外監査役における兼任先または兼職先と当社との間には特別な関係

はありません。
５．当事業年度中に退任した取締役は下記の通りです。

氏名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

外間 健 2025年12月31日 辞任

取締役管理本部長
株式会社モイネットシステム 監査役
株式会社メディカルJSP 監査役
株式会社エーシーエス 監査役
ハイブリッジ株式会社 取締役

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約
に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。
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(3) 補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会

社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および当
社子会社の取締役および監査役です。当該保険契約は、株主代表訴訟または第三
者訴訟等により、被保険者が負担することになる損害賠償金および争訟費用を填
補の対象としております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれな
いようにするための措置として、被保険者が違法であることを認識しながら行っ
た行為等に起因する損害については、補填されないこととしております。なお、
保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

(5) 当連結会計年度に係る取締役および監査役の報酬等
① 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

2023年２月28日開催の取締役会において、下記の役員報酬の基本方針を決議し
ております。
１．当社の取締役の報酬は、基本報酬（金銭報酬）、業績連動報酬（金銭報酬）

および非金銭報酬により構成する。
２．基本報酬額の決定は、取締役会から代表取締役社長に一任する。代表取締

役社長は、各取締役が担う役割・責務、また各取締役の業績・貢献度等に
応じて検討する。さらに、同規模や類似業種の他企業との水準比較や外部
調査機関の調査データ等を踏まえて代表取締役会長との協議を経て決定し、
毎月現金で支払うものとする。

３．業績連動報酬は、業績数値によって客観的に成果を測ることができる業務
執行取締役を対象とし、連結営業利益の年度予算達成率に応じて金額を算
出のうえ年１回現金で支払うものとする。

４．金銭報酬（基本報酬および業績連動報酬）に占める業績連動報酬の割合に
ついては、０％から50％の範囲内とする。

５．非金銭報酬は株主総会の決議の範囲内で、総会後１年以内に取締役会の決
議により新株予約権を割当するものとし、これらの制度を整備した後に導
入することとする。

また、当社の監査役の報酬の額は、2020年11月25日開催の株主総会の決議によ
り、年額50,000千円以内と定められております。個々の監査役報酬額の決定につ
いては、常勤・非常勤の別、担当範囲等をもとに2023年２月15日開催の監査役会
の協議により、報酬限度額の範囲内において決定されております。

② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等の額は、2020年11月25日開催の株主総会の決議により、

年額500,000千円以内と定められております。当該株主総会終結時点の取締役の員
数は４名です。また、当社の監査役の報酬の額は、2020年11月25日開催の株主総
会の決議により、年額50,000千円以内と定められております。当該株主総会終結
時点の監査役の員数は３名です。

― 23 ―

2026年06月04日 10時09分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個々の取締役報酬額の算定については、株主総会において定められた報酬限度

額の範囲内で取締役会の決議に基づいて代表取締役社長の堤 幸治に委任しており
ます。委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うに
は代表取締役社長が最も適していると判断したためです。算定は、各取締役の職
務の内容、実績、成果などを勘案し、非常勤取締役については、職務の内容や範
囲の他、保有資格、経歴なども考慮して検討されております。代表取締役社長に
委任した権限が適切に行使されるようにするため、算定された金額については、
外部調査機関の役員報酬調査データを用いて類似規模・類似業種の他社との客観
的な比較検証を行う他、代表取締役会長の田中 伸明から意見を求め決定している
ため、取締役会は決定方針に沿うものと判断しております。

第22期連結会計年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活
動状況といたしましては、2025年６月24日開催の取締役会において、代表取締役
社長が、上記の算定方法および報酬限度額内で決定することを前提に取締役会に
諮り、これを決議しております。代表取締役社長による決定は、2023年２月28日
取締役会において決議された基本方針に基づき行われております。

④ 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役

（うち社外取締役）

86,612

(8,400)

48,612

(8,400)

38,000

(－)

―

(－)

5

(2)

監 査 役

（うち社外監査役）

16,680

(16,680)

16,680

(16,680)

―

(－)

―

(－)

3

(3)

⑤ 業績連動報酬等に関する事項
第22期連結会計年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）においては、業績

数値によって客観的に成果を測ることができる業務執行取締役に対して営業利益
率成長率の実績に応じて一定の範囲で変動させる業績連動報酬を固定報酬に加え
て導入し、その目標値の達成度合に応じて変動させた額を支給することとしてお
ります。業績連動報酬に係る指標として営業利益率成長率を選択した理由は、経
営上の目標の達成状況を判断できる客観的な指標と判断したためです。
業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は以下のとおりです。
・業績連動報酬目標：連結営業利益2,200百万円（期初予算）、連結営業利益成長

率12.6％（第21期の特需による利益控除後33.3％）
・業績連動報酬実績：連結営業利益2,681百万円、連結営業利益成長率37.3％
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(6) 社外役員に関する事項
当社は、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任し、経営監視機能の強化に

努めております。
・社外取締役の山本純偉は、医師としての永年の経験、大学講師としての知見を
活かし、当社事業展開における適正性、適法性の確保に貢献しております。

・社外取締役の村岡丈到は、大手電機メーカーのヘルスケア部門および厚生労働
省において医療技術参与として医療ＤＸに取組んだ経験を活かし、当社事業展
開における適正性、適法性の確保に貢献しております。

・社外監査役の大木弘明は、大手金融機関における監査等の経験を活かし、当社
における監査の全般的な実効性の確保に貢献しております。

・社外監査役の信貴威宏は、公認会計士として会計事務所を経営しており、主に
当社の会計面の監査を行い、財務諸表等の適正性確保に貢献しております。

・社外監査役の松永暁太は、弁護士として法律事務所に所属しており、主に法務
面の監査を行い、法令遵守の徹底に貢献しております。
なお、当社と社外取締役および社外監査役との間に人的関係、資本関係、取引

関係、その他の利害関係はありません。

１．他の会社の業務執行取締役等の兼任状況
「(1) 取締役および監査役の氏名等」における「重要な兼職の状況」に記
載のとおりです。

２．他の会社の社外役員の兼任状況
「(1) 取締役および監査役の氏名等」における「重要な兼職の状況」に記
載のとおりです。

３．当連結会計年度中の取締役会等での活動状況

取締役 山 本 純 偉
当連結会計年度に開催した12回（定時12回）の取締役会のうち合計12回に
出席し、疑問点等を明らかにするため適宜質問し意見を述べております。

取締役 村 岡 丈 到
当連結会計年度に開催した12回（定時12回）の取締役会のうち合計12回に
出席し、疑問点等を明らかにするため適宜質問し意見を述べております。

監査役 大 木 弘 明
当連結会計年度に開催した12回（定時12回）の取締役会のうち合計12回、
当連結会計年度に開催した13回の監査役会のうち13回に出席し、疑問点等
を明らかにするため適宜質問し意見を述べております。

監査役 信 貴 威 宏
当連結会計年度に開催した12回（定時12回）の取締役会のうち合計12回、
当連結会計年度に開催した13回の監査役会のうち13回に出席し、疑問点等
を明らかにするため適宜質問し意見を述べております。

監査役 松 永 暁 太
当連結会計年度に開催した12回（定時12回）の取締役会のうち合計12回、
当連結会計年度に開催した13回の監査役会のうち13回に出席し、疑問点等
を明らかにするため適宜質問し意見を述べております。

なお、上記の他、会社法第370条および当社定款第24条の定めに基づき、取
締役会決議があったものとみなす電子決議が９回あります。

― 25 ―

2026年06月04日 10時09分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

監査法人アヴァンティア
(注) 当事業年度において、史彩監査法人が第21期定時株主総会終結の時をもって任期満了によ

り退任し、監査法人アヴァンティアが新たに選任されております。

(2) 当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当連結会計年度に係る会計監査人としての報酬等および監査役会が同意した

理由

43,000千円

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載して
おります。

２．監査役会において、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、当社の事業規模やリ
スクに応じた十分な品質を維持した監査を遂行し得るものであると判断し、監査報酬
等に同意しております。

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

43,000千円

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当す

ると認められる場合には、監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたしま

す。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要

があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任を議案として株主総

会に提出することとしております。
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６．会社の体制および方針
① 当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制ならび

に当社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制

１．当社グループの内部統制に関する基本的考え方

当社グループ（当社および当社の子会社から成る企業集団をいう）は、高度な技術力と

サービス開発力を軸として、魅力ある価値創造企業を目指す。また、企業価値の最大化を

図り、企業の社会的責任を果たしていくためには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応

できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求することが不可欠であるた

め、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の最重要課題と位置づけて積極的に取り

組む。

２．当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制

(1) 当社グループは、法令および定款を遵守するための社内規程を定めており、これらに

基づき職務を行うことを徹底する。

(2) 当社グループにおいては、法令および定款の違反行為を取締役または使用人が知覚し

た場合は、内部通報制度や監査役等の匿名性の確保された窓口に通報できる。

３．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(1) 取締役の職務の執行に係る情報（次に掲げる記録を含む）は、書面または電磁的記録

媒体等への記録により、法令および社内規程に基づき適切に保存および管理する。

・株主総会議事録

・取締役会議事録

・その他取締役の職務執行に関する重要な記録

(2) 取締役および監査役は取締役の職務の執行に係る情報の記録を随時閲覧できる。

４．当社グループの損失の危険の管理に関する体制

(1) 当社グループでは、取締役会、リスクマネジメント委員会、リスク管理会議、その他

の重要な会議において、事業活動に潜在する重大な損失の危険を特定し、その重大

な損失の発生を知覚した場合は、すみやかに取締役会において報告する。

(2) 当社グループでは、基幹システムの冗長構成および耐震防火の対策を行い、事業継続

可能性とそのサービス品質を保つことに努め、特許出願を行うことにより独自技術

の権利化に努める。

(3) 当社グループでは、優秀な人材の確保および育成が重要と考え、積極的に採用活動お

よび教育活動を行い、組織強化に努める。

(4) 当社グループでは、プライバシーポリシーをはじめとする各種規程の周知および技術

的措置に基づくセキュリティ対策を行い、情報管理を実施する。

(5) 当社グループでは、各部門長が業務遂行に係るリスクの定常管理を行い、従業員の相

互牽制によるリスク管理を実施する。

５．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社グループでは定例取締役会を毎月開催し、重要事項に関する意思決定を行い、取

締役の職務の執行を監督する。また、当社グループ全体に影響を及ぼす重要事項に

関しては、多面的な検討を経た上で当社取締役会にて意思決定を行う。

(2) 当社グループでは、取締役および役職のある使用人で構成される会議を定期的に開催

し、取締役会における決定事項に基づき、これを適切に執行するための基本的事項

の意思決定を機動的に行う。
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(3) 当社グループの取締役は、グループ各社の取締役会で決議された組織構成および取締

役の職務分掌に基づき職務を執行する。

６．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1) 当社グループでは、法令および定款を遵守するための社内規程を定めており、これら

を遵守し適切な取引を行うことを徹底する。

(2) 当社は、「関係会社管理規程」に従い、また、「グループ会社会議」により、各グルー

プ会社の取締役等の職務の執行に係る事項、経営内容、事業計画等の状況を確認す

る体制を整備する。

(3) 当社は、取締役が当社グループ間の取引の不正を知覚した場合は、すみやかに取締役

会において報告し、監査役の監査を受ける体制を整えている。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項、取締役からの独立性に関する事項、ならびに当該使用人に対する指示の実効

性の確保に関する事項

(1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役と監査役と

の協議の上、必要と認められる範囲で配置する。

(2) 監査役の職務を補助すべき使用人についての任命、解任等の異動に係る事項および業

務評価の決定については、監査役会の事前の同意を得る。

(3) 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の職務を補助すべき業務に関し、取締役

及び取締役会からの指示を受けない。

(4) 監査役の職務を補助すべき従業員は、監査役の指揮命令に従うものとし、他部署の業

務を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先する。

８．当社グループの取締役および使用人等が監査役に報告をするための体制ならびに報告し

たことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制、その他監査役

の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役は、監査役の出席する取締役会において随時その担当する職務の執行状況につ

いて報告を行う。

(2) 監査役は、当社の取締役会その他取締役および使用人が出席する重要な会議に出席で

きる。

(3) 当社は、監査役が必要に応じ子会社の取締役会その他子会社の取締役が出席する重要

な会議に出席を求めることができる体制を整備している。

(4) 当社グループの取締役及び使用人は、監査役の求めにより、業務執行に関する重要文

書の提供及び説明を行い、監査役の職務が円滑に行われるよう迅速かつ的確に協力

する。

(5) 監査役は、重要会議への出席や重要文書の閲覧によって当社のリスク管理体制やコン

プライアンス体制等について課題を発見した場合、是正を求めることができる。

(6) 当社グループは、監査役へ報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し、

当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

(7) 監査役に係る規程の改廃は監査役会が行う。

９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の

執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項

監査役は必要に応じて、法律・会計等の専門家に相談することができ、当社はその費用

を負担する。また、監査役が職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたとき

は、当社は速やかに当該費用または債務を処理する。
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10．反社会的勢力排除に向けた基本方針および体制

(1) 当社グループは、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な

要求にも応じないことを基本方針とする。

(2) 前項の基本方針を取締役および使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機

関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊

密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

② 業務の適正を確保するために必要な体制の運用状況の概要

ⅰ コンプライアンス体制およびリスク管理体制

当社は、コンプライアンス管理規程の制定、入社時コンプライアンス研修の実施、リスク

マネジメント委員会の設置、リスク管理会議の設置、内部通報制度の設置など、コンプライ

アンスおよびリスク管理体制の整備及びその実効性向上に努めております。

ⅱ 取締役の職務執行について

当社は、毎月定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、決

議事項および経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定を行うほか、取締役

の業務執行状況について監督を行っております。

ⅲ 監査役会について

監査役会は、毎月１回の定例監査役会に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じ

て臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款および当社監査役会規程に

基づき重要事項の決議および業務の進捗報告等を行っております。また、監査役は定例取締

役会及び臨時取締役会に常時出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行

の全般にわたって監査を実施しております。監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計

画に基づき実施しており、監査を通じて発見された事項等については、監査役会において協

議され、必要に応じて取締役会に対して監査指摘事項を提出することとしております。

③ 株式会社の支配に関する基本方針

現時点では、買収防衛策等の導入は検討しておりません。今後の社会情勢等を鑑み必要に

応じ検討いたします。

④ 剰余金の配当等の決定に関する方針

将来の事業展開に備えた投資や内部留保の充実を図りながらも、株主の皆様への適切な利

益還元を重要課題のひとつと位置付け、連結配当性向15％を目途として、安定的な配当を継

続することを基本方針としております。

配当の回数につきましては、中間配当および期末配当の２回を基本的な方針としておりま

す。配当の決定機関は、取締役会であります。なお、当社は中間配当を行うことができる旨

を定款に定めております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2026年３月31日現在）
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建物及び構築物（純額）

そ の 他 （純 額）

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

10,090,922

5,203,879

4,056,710

343,146

491,076

△3,890

7,726,061

141,580

83,993

57,586

4,922,227

870,451

3,929,164

122,611

2,662,252

391,412

499,355

1,631,758

239,488

△99,761

（負 債 の 部）

流 動 負 債 5,203,636

支払手形及び買掛金 201,411

短 期 借 入 金 2,000,000

未 払 金 1,339,178

未 払 法 人 税 等 153,725

契 約 負 債 577,679

賞 与 引 当 金 100,986

役 員 賞 与 引 当 金 38,550

販 売 促 進 引 当 金 2,562

売 上 値 引 引 当 金 67,291

そ の 他 722,250

固 定 負 債 1,148,741

長 期 借 入 金 821,171

そ の 他 327,570

負 債 合 計 6,352,377

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 11,325,947

資 本 金 68,864

資 本 剰 余 金 4,759,565

利 益 剰 余 金 6,497,517

自 己 株 式 －

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 26,647

その他有価証券評価差額金 26,647

新 株 予 約 権 430

非支配株主持分 111,579

純 資 産 合 計 11,464,605

資 産 合 計 17,816,983 負債・純資産合計 17,816,983
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連 結 損 益 計 算 書

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 12,330,042

売 上 原 価 5,359,444

売 上 総 利 益 6,970,597

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,288,692

営 業 利 益 2,681,905

営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,295

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 24,697

為 替 差 益 5,081

受 取 賃 貸 料 3,489

消 費 税 差 額 422

そ の 他 9,226 49,212

営 業 外 費 用

支 払 利 息 13,431

和 解 金 49,838

そ の 他 1,559 64,829

経 常 利 益 2,666,288

特 別 損 失

減 損 損 失 24,896

固 定 資 産 除 却 損 19,001 43,898

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,622,390

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 197,390

法 人 税 等 調 整 額 △574,766 △377,376

当 期 純 利 益 2,999,766

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 47,022

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,952,743
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連結株主資本等変動計算書

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,576,976 3,025,550 3,847,793 △81 8,450,239

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使) 28,864 28,864 57,728

剰 余 金 の 配 当 △303,019 △303,019

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益

2,952,743 2,952,743

減 資 △1,536,976 1,536,976 －

自 己 株 式 の 取 得 △1,007,671 △1,007,671

自 己 株 式 の 処 分 △44,502 1,007,752 963,250

株式交換による増加 212,676 212,676

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 △1,508,112 1,734,015 2,649,724 81 2,875,708

当 期 末 残 高 68,864 4,759,565 6,497,517 － 11,325,947

(単位：千円)

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 1,219 1,219 835 64,557 8,516,850

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使) 57,728

剰 余 金 の 配 当 △303,019

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益

2,952,743

減 資 －

自 己 株 式 の 取 得 △1,007,671

自 己 株 式 の 処 分 963,250

株式交換による増加 212,676

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

25,428 25,428 △404 47,022 72,047

当 期 変 動 額 合 計 25,428 25,428 △404 47,022 2,947,755

当 期 末 残 高 26,647 26,647 430 111,579 11,464,605
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１. 連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数 12社

連結子会社の名称

株式会社ピークウェル

株式会社ファーマリー

株式会社モイネットシステム

株式会社メディカルJSP

株式会社エーシーエス

株式会社メディカルコーディネート

株式会社EPARK人間ドック

ハイブリッジ株式会社

薬剤師求人転職株式会社

株式会社メディカルコネクト

株式会社メディ・ウェブ

株式会社イーディライト

当連結会計年度において、株式会社メディ・ウェブの全株式を株式交換によ

り取得したため連結の範囲に含めております。また、株式会社メディ・ウェブ

の完全子会社化により、同社完全子会社の株式会社イーディライトを連結の範

囲に含めております。

２. 持分法の適用に関する事項

(1)持分法を適用した関連会社の数 １社

会社の名称

株式会社J-Seed

(2)持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称

該当事項はありません。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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４. 会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

ａ 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

ｂ その他有価証券

市場価格のあるもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② 棚卸資産

商品及び製品

主として、先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）

仕掛品

主として、個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定)

原材料及び貯蔵品

主として、先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定)

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

主として定率法を採用しております。ただし、建物については定額法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 ３～44年

工具器具備品 ３～15年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(５年以内)に基

づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に使用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3)重要な引当金の計上基準
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① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当連結会計

年度負担額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当連結会計年

度負担額を計上しております。

④ 販売促進引当金

販売促進を目的とするAmazonギフト券の支給に対する支出に備えるため、支

給したAmazonギフト券の未使用分に対し、将来の行使見込額（支出見込額）を

計上しております。

⑤ 売上値引引当金

製品の販売において、将来発生する可能性があると見込まれる売上値引等に

備えるため、その見込額を計上しております。

(4)重要な収益及び費用の計上基準

当社及び当社グループは、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号

2020年３月31日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第30号 2021年３月26日）を適用しております。当社及び当社グループ

は、メディア事業、みんなのお薬箱事業、基幹システム事業、未病予防事業を運

営しておりますが、いずれの事業も薬局等に対しITを利用したサービスの提供を

行っており、関連する機器の販売、システム利用等、顧客へのサービスの提供が

完了した時点で、顧客との契約において約束された対価から値引等を考慮した受

け取り見込額で収益を認識しております。

(5)のれんの償却方法及び償却期間

のれんについては、５～10年間の定額法により償却しております。
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会計上の見積りに関する注記

１．繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 1,631,758千円

（2）識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループでは、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第26号）に従って過去の税務上の欠損金の発生状況及び次年度予算

ならびに中期経営計画に基づく課税所得の見積りにより、企業分類の判定と一時

差異等の解消年度のスケジューリングを行って、回収可能と見込まれる金額につ

いて繰延税金資産を計上しております。

当該見積りの基礎となる次年度予算ならびに中期経営計画は、市場環境及び顧

客の獲得動向や継続状況などを考慮して将来の売上高を見積り、これに対するサ

ービスの拡充やシステムの開発状況を考慮して原価又は費用の見積りを行ってお

ります。

なお、繰延税金資産の全部または一部が、将来回収できないと判断され、また

は計上額の純額を上回る繰延税金資産が回収可能であると判断された時には、当

該判断を行った連結会計年度に当該金額を調整することがあります。このため、

当初見込んでいた課税所得と実際の課税所得の実績が異なる場合、翌連結会計年

度の繰延税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性があります。

２．固定資産の減損

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度

有形固定資産 141,580千円

無形固定資産

のれん 870,451千円

ソフトウエア 3,929,164千円

その他 122,611千円

減損損失 24,896千円
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(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

当社グループは、減損の兆候がある資産又は資産グループについて、事

業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの総額より回収可能額を算定

し、帳簿価額と回収可能額を比較して減損損失の計上の要否を判定してお

ります。判定の結果、減損損失を認識する場合、帳簿価額を回収可能額ま

で減額することで、減損損失を認識します。

なお、当期においては、減損の兆候が認められる一部の資産グループに

ついて、減損損失の認識の判定を行った結果、減損損失を計上しておりま

す。

減損の認識の判定に用いた事業計画は、過去の経営成績の実情を勘案し

た一定の売上高成長率及び営業利益成長率を基礎としており、これらの仮

定には、将来の事業環境の予測が含まれていることから、事業計画と実績

に乖離が生じた場合には、翌連結会計年度において減損処理が必要となる

可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記

１．資産から直接控除した減価償却累計額

固定資産

有形固定資産の減価償却累計額 131,152千円

建物 30,725千円

工具、器具及び備品 92,240千円

その他 8,187千円

２．顧客との契約から生じた債権及び契約負債の金額

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の金額は、連結計算書類「連結注記

表（収益認識に関する注記）３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契

約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在

する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及

び時期に関する情報」に記載しております。
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３．当座貸越契約

当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と特殊

当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に係

る借入未実行残高等は次のとおりであります。

単位：千円
当連結会計年度
(2026年３月31日)

当座貸越極度額 3,000,000

借入実行残高 2,000,000

差引額 1,000,000

４. 財務制限条項

当社と株式会社三井住友銀行との特殊当座貸越契約には、財務制限条項が付さ

れており、①インタレストカバレッジレシオが１以下、②２期連続当期純利益の

赤字、③債務超過に該当する場合、当座貸越極度額及び基準金利について見直し

のための協議を求めることができるとされております。

なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。

― 38 ―

2026年06月04日 10時09分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



連結損益計算書に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益とそれ以外の収益に区分して

記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額及び収益の分解情報

は、連結計算書類「連結注記表（収益認識に関する注記） １．顧客との契約か

ら生じる収益を分解した情報」に記載しております。

２．減損損失の内容は、次のとおりであります。

減損損失 24,896千円

ソフトウエア 24,896千円

当社グループは、事業用資産については管理会計上の事業単位を基礎とし、の

れんについては企業結合を基礎とした会社等の区分を単位として、それぞれグル

ーピングしております。また、将来の使用が見込まれていない資産及びその他固

有の事情の発生等により個別にグルーピングするのが適切と認められる資産につ

いては、個別にグルーピングを実施しております。

当連結会計年度で減損した事業用資産については、収益性の低下により帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、減少額を減損損失として特別損失に計上しており

ます。なお、回収可能価額は使用価値によって算定しており、金額的影響が僅少

なため、割引計算は行っておりません。

３．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

固定資産除却損 19,001千円

建物 408千円

ソフトウェア 17,777千円

ソフトウェア仮勘定 816千円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式（株） 11,223,000 235,582 － 11,458,582

(変動事由の概要)

新株予約権の行使による増加 101,100株

株式交換による新株式の発行による増加 134,482株

２．当連結会計年度末における自己株式の種類および株式数

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式（株） 57 250,065 250,122 －

(変動事由の概要)

単元未満株式の買取りによる増加 65株

取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加 250,000株

第三者割当による自己株式の処分による減少 144,000株

株式交換による自己株式の割当による減少 106,122株

３．剰余金の配当に関する事項

(1)配当の支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年５月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 303,019 27円00銭
2025年
３月31日

2025年
６月10日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年

度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2026年５月14日
臨時取締役会

普通株式 利益剰余金 435,426 38円00銭
2026年
３月31日

2026年
６月10日

４．当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していな

い新株予約権を除く）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 107,700株
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金融商品に関する注記

金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業の持続的拡大のための開発投資やサービスの提供にかか

る一時的な必要資金等を、資金計画や短期的な資金見通しに基づいて銀行等から

の借入、社債発行、ファイナンス・リースの活用により調達しております。ま

た、一時的な余資については、主として短期的で安全性の高い金融資産で運用し

ております。なお、デリバティブ取引については、投機目的であるか否かにかか

わらず原則これを行わない方針としております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金や回収代行サービスにかかる未収入金については取引先

の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引信用保険による

リスク移転を行うほか、入金状況を明らかにして督促やサービスの利用停止を行

う運用を定めて管理しております。

投資有価証券は、営業上の目的により取得した業務上の関連性を有する企業の

株式ならびに保有する債券であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し

ております。

敷金保証金は、主として本社執務室等の賃貸借契約に係るものであります。差

入先に対する信用リスクについては契約前に信用情報を入手する運用を行ってお

ります。

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金は、主に役員や従業員に対する貸付

であり、信用リスクに晒されておりますが、従業員貸付金規程に基づき、適切に

管理しております。

営業債務である買掛金は、全て１年以内の支払期日であります。

短期借入金は、営業取引に係る資金調達でありますが、固定金利により金利の

変動リスクを軽減しております。

長期借入金は、主に自己株式の調達を目的としたものであり、返済は最長６年

であります。なお、主な長期借入金につきましては、変動金利であるため、金利

の変動リスクに晒されております。

未払金は、全て１年以内の支払期日であります。

リース債務は、社内に設置したブース設備によるものであり、定額払いにより

金利変動リスクを軽減しております。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、そのほとん

どが３ヶ月以内の支払期日のものであり、各社が月次で資金繰り計画を作成する

などの方法により管理しております。

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額の主なものについては、次のと

おりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません

((*3)を参照ください。)。

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額の主なものについては、次のと

おりであります。

連結貸借対照表
計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1)売掛金 4,056,710 4,026,856 △29,853

(2)投資有価証券

満 期 保 有 目 的 の 債 券 35,784 31,998 △3,786

その他有価証券（株式） 305,053 305,053 －

(3)株主、役員又は従業員に
対する長期貸付金(*2)

505,026 505,026 －

資産計 4,902,574 4,868,934 △33,640

(1)長期借入金(*2) 975,563 975,563 －

負債計 975,563 975,563 －

金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

(*1) 「現金及び預金」「未収入金」「預け金」「支払手形及び買掛金」「短期借入

金」「未払金」「未払法人税等」「契約負債」については、現金であること及び短

期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省

略しております。

(*2) １年以内回収予定の株主、役員又は従業員に対する長期貸付金及び１年内

返済予定の長期借入金は、それぞれ株主、役員又は従業員に対する長期貸付金及

び長期借入金に含めて表示しております。

(*3）市場価格のない株式等は、時価開示の対象とはしておりません。当該金融

商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

単位：千円

区分
当連結会計年度
(2026年３月31日)

非上場株式 11,900
関係会社株式 38,673

(注１) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 5,203,879 － － －
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売掛金 3,168,810 881,690 6,209 －

未収入金 51,400 － － －

預け金 33,832 － － －

満期保有目的の債券 － 35,784 － －
株主、役員又は 従業
員に対する長期貸付金

5,670 23,375 475,979 －

合計 8,463,594 940,851 482,188 －

(注２) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の

返済予定額

区分
１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 151,068 151,068 151,068 148,848 219,119

金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性

に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発

な市場において形成される当該時価の算定の対象とな

る資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベ

ル１のインプット以外の時価の算定に係るインプット

を用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して

算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合に

は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定にお

ける優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表に計上している金融商品

単位：千円

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

投資有価証券

その他有価証券（株式） 305,053 － － 305,053

資産計 305,053 － － 305,053
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（2）時価をもって連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

単位：千円

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

売掛金 － 4,026,856 － 4,026,856

投資有価証券

満期保有目的の債券 － 31,998 － 31,998

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 － 505,026 － 505,026

資産計 － 4,563,880 － 4,563,880

長期借入金 － 975,563 － 975,563

負債計 － 975,563 － 975,563

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

売掛金

決済条件が長期となる一部の売掛金については、契約期間または見込回収期

間を基に一定期間ごとの回収予測額を信用リスクを加味した割引率で割り引い

た現在価値に基づいて時価を算定しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。

投資有価証券

当社グループで保有する上場株式については、取引所の価格を用いて評価し

ており、これらは活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時

価に分類しております。また、満期保有目的の債券は、取引金融機関から提示

された価格によっており、当該価格及び算定に係るインプットの観察可能性に

基づいてレベル２の時価に分類しております。

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様の貸付を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

時価については、変動金利によるものは、短期で市場金利を反映しているこ

とから時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によって

おり、固定金利によるものは、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用

リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の

時価に分類しております。
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賃貸等不動産に関する注記

一部の連結子会社は、賃貸不動産を有しておりますが、当該資産の総額に重要性が

乏しいため、記載を省略しております。

収益認識に関する注記

当社及び当社グループは、主にシステムの利用ならびにこれに付帯するサービスの

提供を行っており、顧客へのサービスの提供が完了した時点で収益を認識しており

ます。また収益は、顧客との契約において約束された対価から値引等を考慮した受

け取り見込額で測定しております。

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位：千円)

製品・サービスの名称 医療向けソリューションの開発及び販売

メディア事業 5,019,868

みんなのお薬箱事業 3,547,309

基幹システム事業 3,484,268

未病予防事業 145,803

その他事業 132,794

顧客との契約から生じる収益 12,330,042

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「(連結計算書

類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等) ４ 会計方針に関する事項

(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。なお、導入サー

ビスにかかる債権の一部は分割入金となっており、サービス完了後より主に36ヶ月

で回収されます。当該分割入金については重要な金融要素を含むものと判断してお

らず、金融要素の調整は行っておりません。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フロー

との関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計

年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 契約負債の残高等

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,520,234千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 4,056,710千円

契約負債（期首残高） 966,166千円

契約負債（期末残高） 896,631千円

契約負債は、流動負債の「契約負債」並びに固定負債の「その他」に計上され

ており、その内容は主として契約期間の代金を一括して受領した月額利用料及び

保守料であり、契約期間の経過に応じて収益に計上されます。

なお、当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に

含まれていた額は、519,793千円であります。また、過去の期間に充足（または

部分的充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はあり

ません。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額、収益の認識が見込まれる期間は、以

下のとおりであります。

当連結会計年度

１年以内 577,679千円

１年超２年以内 120,920千円

２年超３年以内 104,972千円

３年超４年以内 68,534千円

４年超５年以内 22,212千円

５年超６年以内 2,311千円

合計 896,631千円

１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産 990円75銭

１株当たり当期純利益 263円23銭
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重要な後発事象に関する注記

（取得による企業結合）

当社は、2026年4月22日開催の取締役会において、株式会社テクノネットワーク

（以下、「テクノネットワーク」という。）の株式取得による同社の完全子会社化を決

議いたしました。また、テクノネットワークの完全子会社化により、同社完全子会

社である株式会社ケイング（以下、「ケイング」という。）をグループ会社化いたし

ました。

１．企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社テクノネットワーク

事業の内容 日医標準レセプト「ORCA」の導入支援及びオーダリング・

電子カルテ・導入支援

(2) 企業結合を行った主な理由

テクノネットワークは、日本医師会ORCA管理機構株式会社が開発・提供する

日医標準レセプトソフト「ORCA」の認定事業所として電子カルテの販売・導入

支援を中心とした医療IT事業を展開しております。政府は医療DXの推進におい

て2030年までにすべての医療機関・薬局における電子カルテ情報の標準化を実

現する方針を掲げており、「ORCA」は全国の診療所・中小病院を中心に広く普及

していることから、こうした政策目標を支える基盤システムとして、その役割

の重要性を増しております。テクノネットワークは、これまでに九州地区を中

心に1,200を超える医療機関へ「ORCA」の導入及び保守業務を行っており、豊富

な導入ノウハウ・サポート体制・顧客ネットワークを有していることから、医

療DXの推進という追い風により更なる成長が期待できる状況にあります。

また、テクノネットワークの子会社であるケイングは、「ORCA」をはじめとし

た医療情報システムの提案・構築・導入・保守を一貫して手がけており、テク

ノネットワークと相互補完的な事業を展開しております。両社を当社グループ

に取り込むことで、電子カルテ導入から運用・保守に至るまでの一貫した医療

ITソリューション体制を確立することができます。

両社のグループ会社化は、電子カルテ標準化という国の政策方向と合致する

ものであり、当社グループが目指すヘルスケア領域における社会課題解決にも

大きく寄与するものと確信しております。

また、2025年12月５日付「『EPARKクリニック・病院』を運営する株式会社メ

ディ・ウェブの簡易株式交換による完全子会社化（特定子会社化）および株式

会社イーディライトのグループ会社化に伴う医療機関向け市場への本格参入に

関するお知らせ」に記載の通り、当社はこれまで主戦場としてきた薬局向け市

場だけでなく、医療機関向け市場にも本格参入して事業領域を拡大しましたが、

両社のグループ会社化に伴う医療機関向けサービスの充実により本格参入が加

速し、医療機関に対するワンストップのヘルスケアITソリューションの提供が

可能となります。加えて、両社と当社グループの顧客基盤を組み合わせること

による新たな事業の開発、事業運営ノウハウの共通化や販売・管理コストの削
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減による収益力の向上といったシナジー効果も期待できます。このように当社

は多様化するヘルスケア市場への対応力を一層強化することで、事業を通じた

社会課題の解決と企業価値の向上を図ってまいります。

(3) 企業結合日 2026年５月１日

(4) 企業結合の法的形式 株式取得

(5) 結合後企業の名称 変更はありません。

(6) 取得した議決権比率 100％

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得することによるものであります。

２．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 950,040千円

取得原価 950,040千円

３．主要な取得関連費用の内容及び金額

デューディリジェンス費用等 2,000千円

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

現時点では確定しておりません。
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企業結合等の注記

取得による企業結合

（株式交換による完全子会社化）

当社は、2025年12月５日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会

社、株式会社メディ・ウェブ（以下「メディ・ウェブ」という）を株式交換完全

子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という）を実施することを決議し、

両社間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」という）を締結いたしました。

また、メディ・ウェブの完全子会社化により、同社完全子会社の株式会社イーデ

ィライト（以下「イーディライト」という）をグループ会社化いたしました。本

株式交換は会社法第796条第２項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としな

い簡易株式交換の手続により行い、2026年１月１日を効力発生日として実施いた

しました。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社メディ・ウェブ

事業の内容 医療向けＤＸ事業

② 企業結合を行った主な理由

当社は、薬局のポータルサイト「EPARKくすりの窓口」を運営し、調剤薬局の

検索および予約サービスを提供しております。一方、メディ・ウェブは医療機

関のポータルサイト「EPARKクリニック・病院」を運営し、医療機関の検索およ

び予約サービスを提供しております。当社は、これまで「EPARKくすりの窓口」

を軸に薬局向け市場を主戦場として成長してまいりましたが、本株式交換によ

りメディ・ウェブをグループ会社化し、医療機関のポータルサイト事業を獲得

することにより、医療機関向け市場にも本格的に参入し、事業領域を拡大いた

します。

当社グループにおいては、医薬品仕入れサポートサービス、電子カルテシス

テム、医事会計システムなど医療機関向けサービスをこれまでも展開してまい

りましたが、薬局向けサービスに比べて後発ということもあり、2025年３月末

時点の顧客保有数は薬局の約38,000件に対し、医療機関は約4,300件と大きく差

があります。しかし、本株式交換によって医療機関顧客保有数が倍増する他、

薬局向けサービスがそうであったように、ポータルサイト・予約システムを起

点とした顧客数のさらなる増加や、それら顧客に対する当社グループ既存サー

ビスメニューのアップセルにより、事業の拡大が期待できます。特に、厚生労

働省が進める医療ＤＸにおいては、オンライン資格確認、電子カルテ、オンラ

イン診療など、当社が展開する医療機関向けサービスメニューの推進が施策と

して挙げられており、こうした追い風の環境もあって、医療機関向け市場への

本格的参入は当社の企業価値拡大に資するものと判断したためであります。
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③ 企業結合日

2026年１月１日

④ 企業結合の法的形式

株式交換

⑤ 企業結合後の名称

変更ありません。

⑥ 取得した議決権比率

株式交換により取得した議決権比率 100％

⑦ 取得企業を取得するに至った主な根拠

株式交換により、当社がメディ・ウェブの議決権の100％を取得し、完全子会

社化することによるものです。

(2) 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間

2026年１月１日から2026年３月31日

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 当社普通株式 640,247千円

取得原価 640,247千円

(4) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数

① 株式の種類別の交換比率

当社

（株式交換完全親会社）

メディ・ウェブ

（株式交換完全子会社）

本株式交換に係る割当比率 １ 21.546

② 株式交換比率の算定方法

当社は、本株式交換の株式交換比率の算定について、その公正性・妥当性を確

保するため、独立した第三者算定機関である辻・本郷ＦＡＳ株式会社（以下

「辻・本郷ＦＡＳ」という）に当社及びメディ・ウェブの株式価値並びに株式交

換比率の算定を依頼しました。

当社の株式価値については、当社が東京証券取引所グロース市場に上場してお

り、市場株価が存在することから市場株価法（算定基準日は、直近の株式市場の

状況を反映するために2025年12月４日とし、算定基準日の終値及び算定基準日か

ら遡る１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間の各機関の株価終値の平均値）を用いて算

定を行いました。算定された当社の普通株式の１株当たりの価値の評価レンジは

以下のとおりです。

算定方法 算定結果(円)

市場株価法 2,896～3,485
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メディ・ウェブの株式価値については、非上場会社であり市場株価が存在し

ないこと、将来清算する予定はない継続企業であること、その株式価値の源泉

は将来の収益獲得能力にあることから、ディスカウンテッド・キャッシュ・フ

ロー法（DCF法）を採用いたしました。なお、算定の前提とした財務予測で大幅

な増減益を見込んでいる事業年度はございません。上記手法により算定したメ

ディ・ウェブ普通株式の１株当たりの株式価値の算定結果は以下のとおりです。

算定手法 算定結果(円)

DCF法 67,121～76,564

上記より当社の普通株式１株あたりの株式価値を１とした場合の株式交換比

率の算定結果は以下のとおりとなります。

算定結果

19.261～26.440

なお、辻・本郷ＦＡＳは、株式価値の算定に際して、両社から提供を受けた

情報、ヒアリングにより聴収した結果及び一般に公開された情報等を原則とし

てそのまま採用しております。また、採用したそれらの情報等が全て正確かつ

完全なものであること、辻・本郷ＦＡＳの株式価値算定に重大な影響を与える

可能性のある未開示の情報は存在しないこと、及びメディ・ウェブの将来の利

益計画や財務予測が現時点における最善の予測との判断に基づき合理的に作成

されていることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を

行っておりません。

③ 株式交換により交付した株式数

当社の普通株式：240,604株

なお、当社は、本株式交換により交付する株式として、保有する自己株式

106,122株を充当する他、134,482株の新株式を発行いたしました。

(5) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等 3,000千円

(6) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれんの金額

452,850千円

② 発生原因

主として今後の事業展開により期待される超過収益力であります。

③ 償却方法及び償却期間

10年間にわたる均等償却
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(7) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 330,050 千円

固定資産 3,499

資産合計 333,550

流動負債 146,153

固定負債 -

負債合計 146,153

(8) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年

度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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貸 借 対 照 表

（2026年３月31日現在）
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

の れ ん

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

8,054,554

3,929,656

3,286,706

203,365

3,039

97,299

537,887

△3,401

8,906,792

79,903

31,390

47,632

880

3,366,365

3,291,688

64,129

10,547

5,460,523

316,953

2,758,688

342,400

499,355

87,152

1,605

1,612,763

113,880

10

△272,286

（負 債 の 部）

流 動 負 債 4,198,289

買 掛 金 1,339

短 期 借 入 金 2,000,000

リ ー ス 債 務 976

未 払 金 1,238,007

未 払 費 用 212,744

契 約 負 債 98,830

未 払 法 人 税 等 70,956

未 払 消 費 税 等 170,541

預 り 金 74,153

賞 与 引 当 金 74,368

役 員 賞 与 引 当 金 38,000

販 売 促 進 引 当 金 2,562

売 上 値 引 引 当 金 67,291

そ の 他 148,519

固 定 負 債 2,475,249

長 期 借 入 金 773,824

関係会社長期借入金 1,700,000

そ の 他 1,425

負 債 合 計 6,673,539

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 10,260,728

資 本 金 68,864

資 本 剰 余 金 4,998,492

資 本 準 備 金 3,190,197

その他資本剰余金 1,808,295

利 益 剰 余 金 5,193,372

その他利益剰余金 5,193,372

繰越利益剰余金 5,193,372

評価・換算差額等 26,647

その他有価証券評価差額金 26,647

新 株 予 約 権 430

純 資 産 合 計 10,287,807

資 産 合 計 16,961,346 負債・純資産合計 16,961,346
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損 益 計 算 書

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 8,553,853

売 上 原 価 3,612,407

売 上 総 利 益 4,941,446

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,913,458

営 業 利 益 2,027,987

営 業 外 収 益

受 取 利 息 10,844

受 取 配 当 金 2,643

受 取 手 数 料 63,088

そ の 他 2,794 79,370

営 業 外 費 用

支 払 利 息 41,502

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 134

支 払 手 数 料 1,312

和 解 金 37,866

そ の 他 78 80,893

経 常 利 益 2,026,464

特 別 損 失

減 損 損 失 24,896

固 定 資 産 除 却 損 17,777 42,673

税 引 前 当 期 純 利 益 1,983,791

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,952

法 人 税 等 調 整 額 △587,312 △575,359

当 期 純 利 益 2,559,150
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株主資本等変動計算書

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,576,976 2,803,476 461,000 3,264,477 2,937,241 2,937,241

当 期 変 動 額

新株の発行（新株予約権の行使） 28,864 28,864 28,864

剰 余 金 の 配 当 △303,019 △303,019

減 資 △1,536,976 1,536,976 1,536,976

当 期 純 利 益 2,559,150 2,559,150

自己株式の取得

自己株式の処分 △44,502 △44,502

株式交換による増加 357,856 △145,179 212,676

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 △1,508,112 386,720 1,347,294 1,734,015 2,256,131 2,256,131

当 期 末 残 高 68,864 3,190,197 1,808,295 4,998,492 5,193,372 5,193,372

(単位：千円)

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権
純 資 産
合 計自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当 期 首 残 高 △81 7,778,613 1,219 1,219 835 7,780,667

当 期 変 動 額

新株の発行（新株予約権の行使） 57,728 57,728

剰 余 金 の 配 当 △303,019 △303,019

減 資 － －

当 期 純 利 益 2,559,150 2,559,150

自己株式の取得 △1,007,671 △1,007,671 △1,007,671

自己株式の処分 1,007,752 963,250 963,250

株式交換による増加 212,676 212,676

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

25,428 25,428 △404 25,024

当 期 変 動 額 合 計 81 2,482,115 25,428 25,428 △404 2,507,139

当 期 末 残 高 － 10,260,728 26,647 26,647 430 10,287,807
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個別注記表
重要な会計方針

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式………移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のあるもの…………………時価法(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により

算定)

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

商品及び製品……………………………先入先出法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

仕掛品……………………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）

原材料及び貯蔵品………………………先入先出法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）……主として定率法

ただし、建物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～15年

工具器具備品 ３～15年

無形固定資産（リース資産を除く）……自社利用のソフトウエアについては社内

における利用可能期間（５年以内）に基

づく定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しておりま

す。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金……………………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(2) 賞与引当金……………………………… 従業員に対して支給する賞与の支出に備

えるため、支給見込額の当事業年度負担

額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金………………………… 役員に対して支給する賞与の支出に備え

るため、支給見込額の当事業年度負担額

を計上しております。

(4) 販売促進引当金………………………… 販売促進を目的とするAmazonギフト券の

支給に対する支出に備えるため、支給し

たAmazonギフト券の未使用分に対し、将

来の行使見込額（支出見込額）を計上し

ております。

(5) 売上値引引当金………………………… 製品の販売において、将来発生する可能

性があると見込まれる売上値引等に備え

るため、その見込額を計上しております。

４．重要な収益及び費用の計上基準

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）

及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021

年３月26日）を適用しております。当社は、メディア事業、みんなのお薬箱事業、

基幹システム事業、未病予防事業を運営しておりますが、いずれの事業も薬局等に

対しITを利用したサービスの提供を行っており、関連する機器の販売、システムの

利用等、顧客へのサービスの提供が完了した時点で、顧客との契約において約束さ

れた対価から値引等を考慮した受け取り見込額で収益を認識しております。

重要な会計上の見積り

１．繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 1,612,763千円

(2) 識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）」に同一の内容を記

載しておりますので、注記を省略しております。
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２．関係会社株式

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 2,758,688千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

市場価格のない関係会社株式は、取得価額をもって貸借対照表価額とし、当該

関係会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したと認められる場合に

は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減

損処理する方針としております。

当事業年度においては、一部の関係会社株式について実質価額が著しく低下し

ているものの、将来の事業計画に基づいて取得原価まで回復することが見込まれ

ることから、評価損を計上しておりません。

実質価額の回復可能性の判定に用いた事業計画は、過去の経営成績の実情を勘

案した一定の売上高成長率及び営業利益成長率を基礎としており、これらの仮定

には、将来の事業環境の予測が含まれていることから、事業計画と実績に乖離が

生じた場合には、翌事業年度における評価金額に重要な影響を与える可能性があ

ります。

３．固定資産の減損

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度

有形固定資産 79,903千円

無形固定資産

のれん 10,547千円

ソフトウエア 3,291,688千円

ソフトウエア仮勘定 64,129千円

減損損失 24,896千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項

連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）」に同一の内容を

記載しておりますので、注記を省略しております。
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貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 73,182千円

２．関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 356,557千円

短期金銭債務 61,239千円

３．財務制限条項

当社と株式会社三井住友銀行との特殊当座貸越契約には、財務制限条項が付され

ており、①インタレストカバレッジレシオが１以下、②２期連続当期純利益の赤字、

③債務超過に該当する場合、当座貸越極度額及び基準金利について見直しのための

協議を求めることができるとされております。

なお、当事業年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。

損益計算書に関する注記

１．関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 9,806千円

営業費用 681,795千円

営業取引以外の取引高 99,253千円

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式（株） 57 250,065 250,122 －

(変動事由の概要)

単元未満株式の買取りによる増加 65株

取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加 250,000株

第三者割当による自己株式の処分による減少 144,000株

株式交換による自己株式の割当による減少 106,122株
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税効果会計関係に関する注記

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

当事業年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産

税務上の欠損金 2,291,093千円

貸倒引当金 86,896 〃

賞与引当金 35,418 〃

売上値引引当金 22,017 〃

未払金 1,476 〃

未払費用 24,806 〃

未払事業税 16,576 〃

未払事業所税 1,328 〃

関係会社株式評価損 439,698 〃

減価償却超過額 36,884 〃

一括償却資産 14,793 〃

売上加算調整額 17,491 〃

のれん 4,856 〃

その他 6,483 〃

繰延税金資産小計 2,999,822千円

税務上の欠損金に係る評価性引当額 △838,447 〃

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △533,021 〃

繰延税金資産合計 1,628,353千円

繰延税金負債

有価証券評価差額 12,265千円

のれん 3,324 〃

繰延税金負債合計 15,590千円

繰延税金資産（純額） 1,612,763千円
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関連当事者との取引に関する注記

１．親会社及び法人主要株主等
(単位：千円)

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

主要株主 ㈱ＥＰＡＲＫ
（被所有）
直接 39.4％

－
子会社株式の
取得(注)

643,247 － －

(注)子会社株式の取得については、株式会社メディ・ウェブの子会社化を目的とした全株式の取得であ

り、取引価額は第三者機関より算定された価格を勘案して決定しております。

２．子会社及び関連会社等
(単位：千円)

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 ㈱ピークウェル
（所有）

直接 100.0％

役員兼任
従業員による
役員兼任
当社からの業務委託
子会社からの業務委託
資金貸付

資金の貸付
（注１）

－ 長期貸付金 185,000

利息の受取
（注２）

2,590 － －

子会社
㈱モイネット

システム

（所有）
直接 100.0％

役員兼任
従業員による
役員兼任
当社からの業務委託
資金借入

資金の返済 300,000 長期借入金 1,700,000

利息の支払
（注２）

28,828 － －

子会社 ハイブリッジ㈱
（所有）

直接 67.3％

役員兼任
従業員による
役員兼任
当社からの業務委託
子会社からの業務委託
資金貸付

資金の貸付 － 短期貸付金 50,000

利息の受取
（注２）

2,040 長期貸付金 100,000

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１)当事業年度末における貸倒引当金残高は185,000千円であります。
(注２)資金の貸付・借入利息率については、当社の銀行借入利率を勘案し、両社の協議により合理的に

決定しております。
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３．役員及び個人主要株主等
(単位：千円)

種 類
会社等の名
称又は氏名

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

役員 堤 幸治
（被所有）
直接 2.9％

当社代表
取締役社長

資金の貸付 199,764 短期貸付金 124

貸付の回収 61 長期貸付金 199,578

利息の受取
（注１）

1,198 － －

自己株式の処分
（注２）

199,764 － －

ストック・オプシ
ョンの権利行使
（注３）

53,921 － －

子会社役員 宮本 幸輝
（被所有）
直接 0.5％

当社
子会社役員

資金の貸付 49,848 短期貸付金 123

貸付の回収 61 長期貸付金 49,663

利息の受取
（注１）

298 － －

自己株式の処分
（注２）

49,848 － －

子会社役員 岩城 周平
（被所有）

直接 0.1％

当社
子会社役員

資金の貸付 49,848 短期貸付金 123

貸付の回収 61 長期貸付金 49,663

利息の受取
（注１）

298 － －

自己株式の処分
（注２）

49,848 － －

子会社役員 黒宮 健
（被所有）
直接 0.1％

当社
子会社役員

資金の貸付 19,716 短期貸付金 124

貸付の回収 61 長期貸付金 19,529

利息の受取
（注１）

118 － －

自己株式の処分
（注２）

19,716 － －

(注１)利息については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注２)自己株式の処分価額は、2025年９月９日（本自己株式処分の取締役会決議日の前営業日）の東京

証券取引所における、当社の普通株式の終値に基づいて決定しております。

(注３)2018年11月22日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストック・オプションの当連結会計年

度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は、当連結会計年度におけるストッ

ク・オプションの権利行使による付与株式に払込金額を乗じた金額を記載しております。

１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 897円78銭

１株当たり当期純利益 228円14銭

収益認識に関する注記

連結注記表と同一であります。

重要な後発事象に関する注記

連結注記表と同一であります。
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連結配当規制適用会社に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2026年６月５日

株式会社くすりの窓口

取締役会 御中

監査法人アヴァンティア

東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤田 憲三

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤沢 秀比古

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社くすりの窓口の2025年４月１日か

ら2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社くすりの窓口及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸
表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違
があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連
結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセー
フガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2026年６月５日

株式会社くすりの窓口

取締役会 御中

監査法人アヴァンティア
東京事務所

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤田 憲三

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤沢 秀比古
監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社くすりの窓口の2025年４

月１日から2026年３月31日までの第22期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の
財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第22期事業年度における取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以

下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境

の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事

業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社

の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の

報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため

に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す

る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に

ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す

るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企

業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認

められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ

き事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人アヴァンティアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人アヴァンティアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年６月５日

株式会社くすりの窓口 監査役会
常勤監査役（社外監査役） 大 木 弘 明 ㊞
監 査 役（社外監査役） 信 貴 威 宏 ㊞
監 査 役（社外監査役） 松 永 暁 太 ㊞

以 上
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池袋消防署

池袋警察署

東武
スパイス２

メトロポリタン
プラザ
ルミネ池袋

メトロポリタン口
西口

池　袋　駅

駅たび
コンシェルジュ東武

百貨店
南口

ビックカメラ

みずほ銀行

西
口
公
園

東口至新宿
至所沢

至川越

東武東上線

至上野

至赤羽

ＪＲ山手線

ＪＲ埼京線
西武池袋線

東京芸術劇場

ホテルメトロポリタン

株主総会会場ご案内

会場 東京都豊島区西池袋一丁目６番１号

ホテルメトロポリタン池袋 ４階「桜」の間

TEL：03-3980-1111（代表）

アクセス 池袋駅西口より徒歩３分

池袋駅南口より徒歩２分

池袋駅メトロポリタン口より徒歩１分

駐車場はご用意しておりませんので、公共交通機関を

ご利用いただきますようお願い申しあげます。
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